
「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する

法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令の一部を改

正する命令」及び「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動

の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める

命令の規定に基づき、同規定の事由並びに内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大

臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める期限

を定める件」について 

 

令和２年９月 29日 

環境省大臣官房環境経済課 

 

１．題名 

「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関す

る法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令の一部を

改正する命令」及び「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活

動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定め

る命令の規定に基づき、同規定の事由並びに内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学

大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める期

限を定める件」について 

 

２．趣旨 

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する

法律（平成十六年法律第七十七号）第九条第一項の規定に基づき、環境情報の提供の促進等

による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定に

よる環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令の一部を改正し、災害その他やむを得な

い事由がある場合には、環境報告書の公表の期限について延長措置を講じる。また、告示に

おいて、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和２年度における延長期限を定める。 

 

３．意見公募手続の実施の有無 

 意見公募手続は実施しておりません。 

 

４．意見公募手続を行わなかった理由 

 本件は、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、公益上緊急に省令の改正及び告示の

制定の必要があり、30 日以上の意見提出期間を定めた意見公募を行うことが困難であった

ため、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三十九条第四項第一号に基づき、意見の募

集を行いませんでした。 

 

※行政手続法（平成五年法律第八十八号）抄 

（意見公募手続） 

第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案（命令

等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。）及びこれに関連する資料をあら



かじめ公示し、意見（情報を含む。以下同じ。）の提出先及び意見の提出のための期間（以

下「意見提出期間」という。）を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 

２・３（略） 

４ 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。 

一 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続（以下「意

見公募手続」という。）を実施することが困難であるとき。 

二～八 （略） 


